
業務委託契約書

委託者                 を甲、受託者 舞罐覇饉称)前源行政書士事務
~3~(氏

名}行政書士餞薫浩をことし、甲乙は、業務鍛委託に関して、次のとおり契約を締結

する。

第 1条 崚 鞠繊糞菫》 甲は、乙に対し                  業務につ

いて委託し、乙はこれを承議した。

第 2条 (業濃0白審} 前粂の委託業務は、履行に必要な圏連業務並びに付難業務を含む

ものとする。

第 3条 (業難窮爾) 業務委託の期間は、平成  年  月  爾から平成  年  月

澤までの蟻闇とする。

筆 4条 《報告義務) 乙は、甲からの講求があつた場合意こは、委託された業務鍛履行状況

14~ついて直ちに報告しなければならな苺ゝ

第 5祭 (受話者勢琴:護 じ義務) 乙が、第 1条に依頼された業務を行うにあたり、第二者

から受け取つたものがあるときまま、直ちに響に報告 し、甲からの請求がある場合には、

これを呼に霧:き渡さなければならない。

第 6条 (秘密保持〕 甲乙は、本契約に基づき知り得た一覇の情報を、第二者に開示 `滋

示してはならなし亀

第 7条 〔善普装重義務) 乙は、善良なる管理者の注意をもつて、平の委託 した

業務の遂行にあたる.

第 8条 〔委議餐紗支払い)本 契綸における委託料 (            )は 、

総額       霧(行政手数料      岡及び壼民票代など議経費分:ま瀞;途 とす

る。

2 響:ま、乙の指定する銀行国座に振込の方法により行うこととし、次に定める各業務講負

進行状況にあわせた各支払い期難 でにそれぞれの委託料を支払うものとする。

業務着手時着手金  金       霧

業続 行直繭時  金        斃 / 行政手籍 預り金      門

業務遂行後    金        霧及び講経費 《各種証努書取得・藤紙代等)

実費鶴 当 鐸霧 遂行数 驚

―

おりた時点より10轟 以厳 こ支払 う

も中とします。)

認

この指定豫座  福岡銀行 本店営業壽 普通預金 露座番号 6153477

畿票行政書士事務所 前原 浩

くなお、■ヽかなる理麓にかかわらず着手金の返金鐘しないものとします。)



第 9条 ξ菫簑機力) 乙は、早から依頼をわけた業務の遂行に灘して他の士業に属する業

務などにより当該業務部分については必要におうじて絶の士業との連携するのもとする。

また、溺様に他の行攻書士の機鳶が必要とされる業務部分についても同様とする。

第 1継 粂 く契約解難} 当事者の一方が本契約の条項に違慶 したときは、畿方の当事者は籍

らの催告もせず、直ち:こ本契織を解除することができる。

第 11条 《合意管轄)本 契約より生じる権利義務に関する争いを解決するための第一審管

華裁判断は、甲の本麓誘在地を管轄する地方裁判所とする。

第 霊条 〔協議) 本契約について定め織ない事項については、呼るの協議するところによ

り定める。本契幾中の条項の購駅について疑義が生じた場合も同様とする。

なお、当該喫駒鐘甦法第奪襲 条の委任契約の性質を有します。

本契約罐 立を記するため、本書を2遜作成 し、甲乙各自記躍擦部のうえ各 1選を所持する。

手戴 年

甲 1委託者)

③

福岡県櫂岡市博多甕千代甕丁目飾-49

乙 1受 話者}

グロー ジー祭庁前 502号

議募行政書士事務所

行政書士 繭原 浩参


